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５月の自然観察会
●アイヌの自然観～植物編～
A５月10日㈰午前10時～正午／E15
人／BI電話で温根内ビジターセンタ
ー(M65-2323)へ
●早朝バードウオッチング
A５月24日㈰午前８時～10時／E15
人／BI電話で温根内ビジターセンタ
ー(M65-2323)へ

５月は赤十字運動月間です
●赤十字社資募集実績のご報告とお礼
　19(令和元)年度の赤十字社資は、
総額737万784円でした。ご協力あり
がとうございました。
●赤十字社資の募集にご協力を
　５月から20(令和２)年度の赤十字
社資募集活動が始まります。日本赤十
字社から委嘱されている協賛委員がご
家庭を訪問の際には、ご協力お願いし
ます。
J日本赤十字社釧路市地区(地域福祉
課内M23-5151内線1423)

５月は消費者月間です
｢豊かな未来へ
～『もったいない』から始めよう！～」
AB５月14日㈭～19日㈫市役所１階
ギャラリー、26日㈫～28日㈭中央図
書館７階展示室／Fパネル展／J市民
生活課(M31-4521)

公園緑地課からのお知らせ
●街のみどりパネル展
AB５月８日㈮～14日㈭音別町コミ
ュニティセンター、15日㈮～21日㈭
阿寒町公民館、25日㈪～29日㈮防災
庁舎１階／F「みどりの日」にちなん
だパネル展示。１人１袋、花の種無料
配布（なくなり次第終了）※釧路会場
のみ、フラワーマスター花くらぶによ
る寄せ植え展示会実施／J公園緑地課
緑化管理担当(M31-4557)

●釧路で育つ宿根草の交換会と
　寄せ植え実演・相談会 
A５月30日㈯午後１時30分～３時※
雨天順延／B公園緑化協会管理棟前駐
車場横広場／G交換・購入のみは無
料。販売する場合は300円※交換会に
株を持ち込む方は５月29日㈮までに
電話連絡／J｢緑いっぱい市民運動」
世話人会事務局(公園緑化協会内M24-
0513)

Ｊアラートを活用した
住民への情報伝達試験の実施
　全国瞬時警報システム(Ｊアラート)
から送られてくる国からの試験情報を
用いて、防災行政無線およびＦＭくし
ろを利用し、市民へ伝える情報伝達試
験を実施します。※Ｊアラートとは、
地震や津波、武力攻撃などの緊急情報
を国から市町村へ人工衛星などを通じ
て瞬時にお伝えするシステムです。
試験ですのでお間違えの無いようお願
いします。
A５月20日㈬午前11時ごろ※状況に
よって中止の場合あり／B市内全域／
J防災危機管理課(M31-4207)

 その他

くしろ消費者大学７期生
受講期間＝[１年目]６月５日㈮～８月
７日㈮(６日間)､[２年目]21(令和３)
年６月ごろ～／Bまなぼっと幣舞６階
602号／受講条件＝原則全講座受講可
能な方※聴講生も可(１日300円。訪
問研修は受講生のみ)／E30人／F契
約知識、食の安全、社会保障と生活設
計、訪問研修等／G2,000円(釧路消
費者協会会員は1,000円)／I釧路消
費者協会(M24-2037※平日午前10時
～午後４時)

釧路市ホームページに
広告を掲載しませんか
掲載位置＝トップページ下部／掲載期
間＝基本１カ月単位(最大12カ月連続
掲載可)／募集件数＝各期間12枠(先
着順)／G１枠２万950円／H詳細は
お問い合わせください／I市民協働推
進課(M31-4504)

農地中間管理事業に係る
借受希望者
　北海道農業公社が農地中間管理権を
取得した農用地等の借受希望者を募集
します。
申込期間＝通年／D認定農業者等の地
域の担い手､新規参入者等／I｢農地等
の借受希望者申出書｣を北海道農業公
社釧路支所業務農地課(M22-1538)ま
たは農業委員会事務局(M31-4596)へ

タンチョウ折り鶴の
折り手ボランティア
　折りあげられた鶴は、市内の観光案
内所や宿泊施設などで、観光客の皆さ
んにお渡しします。
募集枚数＝２万枚(募集枚数に達し次
第、受付終了)／I５月22日㈮までに
電話で観光振興室(M31-4549)へ。後
日､折り紙を郵送します(100枚単位､
最大300枚まで)。完成品を６月26日
㈮までに、直接市役所４階観光振興
室、市役所１階庁舎案内、各行政セン
ター、各支所へ

身体障害者福祉センターからの
お知らせ
●音訳図書製作ボランティア
　養成講習会
A６月５日～10月16日の毎週金曜日(７
月24日、８月14日は除く)午前10時
～正午(全18回※初回は必ず出席)／
募集人数＝①音訳(図書・資料を読み
録音)10人　②校正(録音を聞き原本
と照合)５人　③デイジー編集(校了後
パソコンにて編集、CD図書製作)若干
名／G1,718円(テキスト代)／締切＝
５月29日㈮
●点訳図書製作ボランティア
　養成講習会
A６月18日～10月29日の毎週木曜日
(７月23日､30日､８月６日､13日は除
く)午前10時～正午(全16回)／募集人
数＝10人(定員締切)／G1,540円(テ
キスト代)
【共通】D受講後､点字図書館のボラン
ティア活動ができる方(子連れでの参
加不可)／BI電話で身体障害者福祉
センター(M24-7471)へ

各種講習会等開催助成制度
　小・中学生、高校生等を対象とし、
文化や芸術を体験する機会を提供する
事業および市の伝統文化の指導等を行
う事業に対し助成します。
D市内に事務局のある実行委員会等／
助成金額＝助成金総額20万円※１事
業に対する助成額は対象経費総額の３
分の１以内で限度額は10万円／I５
月７日㈭～６月５日㈮に市教委生涯学
習課(M31-4579)へ

20(令和２)年度
第１回道営住宅の入居者
募集住宅＝[２人以上の一般世帯向け
住宅]愛国２LDK１戸、住之江３DK
１戸、新富士３LDK３戸　[２人以上
の世帯向け特定目的住宅]小学生以下
同居世帯向け住宅（愛国３LDK１戸､
釧路クレインヴィラ２LDK１戸)､母
子父子世帯向け住宅(ことぶき３LDK
１戸)､新婚世帯向け住宅(ことぶき３
LDK１戸)､高齢者等世帯向け住宅(住
之江３DK１戸)　[単身者向け住宅]曙
２DK１戸／受付期間＝５月11日㈪～
16日㈯午前９時～午後５時／インタ
ーネット受付＝５月11日㈪午前８時
45分～13日㈬午後３時30分(Nhttp://
www.kushiro-jk.or.jp）／I印鑑､申
込書（釧路市住宅公社の窓口で配布ま
たは釧路市住宅公社ホームページから
ダウンロード)､北海道営住宅抽選カー
ドを持参し市役所５階釧路市住宅公社
(M31-4563※16日㈯は交流プラザさ
いわい)へ※詳細はお問い合わせくだ
さい。

６月１日㈪は以下の市税等の
納期限です
・固定資産税（第１期）
・軽自動車税種別割
・５月分保育園保育料
●市税等　休日の納付相談窓口
A５月23日㈯午前９時～午後５時
◆市税等の滞納に対しては、動産・不
動産を問わず差し押えを執行し厳しく
対処しています。納付にあたってお困
りの際は納税課までご相談ください。
J納税課(M31-4517・4518)
■■納付には便利な口座振替を■■

６月１日㈪は自動車税種別割の
納期限です
　自動車税は、19(令和元)年10月１
日から自動車税種別割に名称が変更と
なりました。自動車税種別割は、４月
１日現在の運輸支局登録に基づいて課
税される道税です。今年の納税通知書
は５月７日㈭に発送します。納期限ま
でに、金融機関、コンビニエンススト
ア等で必ず納めましょう。また、パソ
コンやスマートフォンからインターネ
ット上の専用サイトを利用したクレジ
ットカード納税もできます。住所が変
わった方や納税通知書が届かない方は
ご連絡ください。
※自動車税種別割を納期限内に納税す
ると、応援店で特典が受けられる「自
動車税種別割スマイル納税キャンペー
ン」を実施しています。今年は新たに
山花温泉リフレと阿寒湖フォレストガ
ーデン駐車場がサービス対象施設にな
りました。詳細は道税ホームページを
ご覧ください。
J釧路総合振興局納税課(M43-9179)

環境事業課からのお知らせ
●生ごみ処理機等の購入費を
　助成します
　生ごみで堆肥を作り、家庭菜園など
で活用しませんか。
助成額＝[コンポスト化容器]1,000～
3,000円(１世帯２個まで)､[電気生ご
み処理機］限度額１万円(１世帯１台)
※予定台数に達し次第締め切り
●ごみを減らすためには
　ごみを減らすため、増やさないため
に、賞味期限を過度に意識した鮮度志
向を改め､｢使いきり・食べきり・水き
り｣の３きり運動を心掛けて日常生活
でできることから始めましょう。
J環境事業課廃棄物対策担当(M31-45
51)､K市民課環境担当(M66-2211)､
L市民課環境担当(M01547-6-2231)

狂犬病予防注射の日程と会場
【釧路地区(雨天時も実施)】
　予防注射は生後91日以上の犬で室
内犬・室外犬問わず年１回受けること
が法律で義務付けられています。
※畜犬登録をお忘れなく！

※阿寒・音別地域の日程等については､
センター通信等をご覧ください。
G予防注射料(注射済票含む)3,240円､
登録料(新規のみ)3,000円／J環境保
全課環境衛生担当(M31-4533)

第十一回特別弔慰金の請求受付中
D20(令和２)年４月１日(基準日)に
おいて､｢恩給法による公務扶助料｣や
｢戦傷病者戦没者遺族等援護法による
遺族年金｣等を受ける方(戦没者等の妻
や父母等)がいない場合に､次の先順位
の戦没者死亡当時に生まれていたご遺
族１名
①20(令和２)年４月１日までに戦傷
病者戦没者遺族等援護法による弔慰金
の受給権を取得した方　②戦没者等の
子(戦没者等の死亡当時の胎児も含む)
　③戦没者等の父母、孫、祖父母、兄
弟姉妹※戦没者等の死亡当時、生計関
係を有していること等の要件を満たし
ているかどうかにより順番が入れ替わ
ります　④①～③以外の戦没者等の三
親等内の親族（甥、姪等）※戦没者等
の死亡時まで引き続き１年以上の生計
関係を有していた方に限る
支給内容＝額面25万円、５年償還の
記名国債／I23(令和５)年３月31日
までに地域福祉課(M31-4536)、K保
健福祉課(M66-2120)、L保健福祉課
(M01547-9-5151)へ
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔
慰金を受けることができなくなります
ので、ご注意ください。

20(令和２)年度釧路市
重度障がい者交通費助成申請
　４月１日現在、市に住所を有してい
る重度障がいの方を対象として、今年
度分のタクシー運賃補助券または自動
車燃料補助券(年間１万2,000円分)の
申請を受け付けています。要件に当て
はまる方で申請書が届いていない方は､
お問い合わせください。
所得要件＝19(令和元)年度市民税非
課税世帯、生活保護世帯の方※19(令
和元)年度市民税課税世帯は対象とな
りません。未申告者がいる世帯は事前
に申告が必要な場合があります／障が
い要件＝①身体障害者手帳所持者で、
障がい程度が肢体不自由１・２級(２
級は車いす常用者のみ)、視覚障がい
１・２級、内部障がい１・２級の方　
②療育手帳所持者で知的障がいＡ判定
の方
※施設入所者や長期入院している方は
除く
I障がい福祉課(M23-5201)、K保健
福祉課(M66-2120)、L保健福祉課
(M01547-9-5151)

優良勤労障がい者および障がい者
雇用優良事業所等を表彰します
　障がいを克服し就労に努め、社会自
立をしている方や、障がいを持つ方の
雇用に貢献されている事業所等を推薦
してください。自薦・他薦は問いませ
ん。
D①長年にわたり就労または事業所を
営み、他の模範となる優良勤労障がい
者　②長年にわたり障がい者の雇用促
進に特に貢献のあった団体や個人　③
障がい者の雇用割合と定着率が高く、
職場の環境改善に努力している事業所
／推薦締切＝５月22日㈮／表彰式＝７
月６日㈪／J障がい福祉課(M23-52
01)

2020(令和２)年度５月期
特別障害者手当等の入金日
　特別障害者手当・障害児福祉手当・
経過的福祉手当の５月期(２～４月分)
の振込予定日は５月７日㈭です。受給
者本人名義の口座へ振り込まれますの
で、確認をお願いします。新規に手当
の請求をされた方は、請求月の翌月分
から４月分までが振り込まれます。
なお、入院・入所等で手当の資格喪失
となる方については、市役所にて手続
きが必要です。資格喪失要件の詳細に
ついてはお問い合わせください。
次回振込予定日＝８月７日㈮／J障が
い福祉課(M23-5201)

脳の健康度テスト
　ファイブ・コグ検査を用いた脳の健
康度テストと認知症予防の講話を行い
ます。
A①５月13日㈬、②27日㈬各午前10
時～11時30分／B防災庁舎５階会議
室A／Dおおむね65歳以上で両日参加
できる方(認知症と診断されている方
は対象外)※過去に検査を受けられた
ことのある方は、１年以上間隔を空け
てお申し込みください／E20人／F

①ファイブ・コグ検査　②検査結果の
返却と解説、講話／I電話で介護高齢
課高齢福祉担当(M23-5185)

不育症治療費助成
　20(令和２)年４月１日より不育症
治療費助成事業を開始しました。
D北海道の実施する不育症治療費助成
の決定を受けている方／助成額＝１回
の検査・治療につき限度額５万円／H

詳細は市ホームページ等をご確認くだ
さい／J健康推進課(M31-4524)

５月の子育て講座
●おさかな料理教室
A５月14日㈭午前10時～午後０時30
分／Bまなぼっと幣舞６階クッキング
スタジオ／D１歳以上就学前までのお
子さんを持つ保護者(託児あり)／E

15組／I中部子育て支援拠点センタ
ー(M38-5037)
●赤ちゃんと遊ぼう
A５月26日㈫午前10時30分～11時
30分／D１歳未満のお子さんとその
家族／E30組／BI西部子育て支援
拠点センター(M65-6112)
●親子で体ほぐし遊び
A５月28日㈭午前10時30分～11時
30分／D１歳５カ月以上のお子さん
とその家族／E30組／BI東部子育
て支援拠点センター(M65-9912)

特別児童扶養手当･児童扶養手当の
金額改定
　４月分から特別児童扶養手当、児童
扶養手当の金額が改定されました。
●特別児童扶養手当

●児童扶養手当(全部支給の場合)

Jこども支援課(M31-4540）

ひとり親家庭等の
お父さん、お母さんへお知らせ
●弁護士による無料法律相談
A５月20日㈬午後１時30分～４時／
Dひとり親家庭等の親(託児あり。要
予約)／E４人
●パソコン講習会　基礎
A５月21日㈭・22日㈮午前10時～午
後３時／Dひとり親家庭の親(託児あ
り｡要予約)／E７人
●パソコン講習会　実務
A５月28日㈭・29日㈮午後１時30分
～３時30分／Dひとり親家庭の親(託
児あり。要予約)／E７人
●ひとり親家庭のための自習室
A５月11日㈪､18日㈪、25日㈪午後
１時30分～４時30分／Dひとり親家
庭等の親および子(託児あり。要予約)
●パソコン学習室
A５月12日㈫、19日㈫午前10時～午
後３時／Dひとり親家庭等の親(要予
約)／E７人
【共通】B釧路こども家庭サポートステ
ーションあさひ／I電話で釧路母子家
庭等就業・自立支援センター(M22-24
01)へ

上下水道料金
夜間・日曜納付相談窓口
夜間=５月19日㈫午後８時まで／日曜
=５月24日㈰午前９時～午後５時／B

上下水道料金お客様サービスセンター
(南大通２-１-121)／J第一環境㈱釧
路事務所(上下水道部検針および収納
等業務受託会社M43-2161)

公園を気持ちよくご利用いただく
ために、マナーを守りましょう
〇公園内にはごみ箱が無いので、ごみ
やペットのふんは持ち帰る　〇動物へ
の餌やりはしない　〇犬の綱は放さな
い　〇砂場にはペットを入れない　〇
公園内でのゴルフ練習や狭い公園での
ボール遊びは禁止　〇指定場所以外で
の火気厳禁　〇公園の駐車場は、公園
利用者以外は駐車禁止。公園利用者で
も健常者は身障者用駐車スペースは利
用禁止
J公園緑化協会(M24-0513)、公園緑
地課緑化管理担当(M31-4557)

消防ひとくちメモ
　釧路市消防本部管轄内では例年､４･
５月に火災が多く発生しています。こ
の時期は空気が乾燥し風が強い日も多
く、小さな火種が大きな火災につなが
ってしまう可能性があります。火災を
未然に防ぐため、次のことに気を付け
ましょう。
〇ごみの焼却処分はしない　〇携帯灰
皿を携行し、たばこの投げ捨てはしな
い　〇子どもにはマッチやライターで
遊ばせない　〇放火火災を防ぐため、
家の周囲に燃えやすいものは放置しな
い　〇建物周囲の枯れ草を刈り取るよ
うにする　〇屋外での火の取り扱いに
は十分注意する
J消防本部予防課予防広報担当(M23-
0426)

林野火災に注意！
　空気が乾燥し林野火災の発生しやす
い季節となりました。たばこの投げ捨
て、火遊びはやめましょう。また、山
林に入る場合は所有者の許可を受けま
しょう。
J農林課農林振興担当(M31-2552)

老朽化が著しい空き家の除却費を
一部補助します
対象の空家等＝市の調査により、国の
基準に基づく「不良住宅」と判定され
た専用住宅、共同住宅、長屋住宅また
は併用住宅であって、市の指定する地
区に位置し、かつ所有権以外の権利が
設定されていないもの／D空き家を所
有している個人（所有者が死亡してい
る場合は、その相続人を含む）で、市
税の未納がない方／補助金額＝除却工
事費の３分の１以内で限度額は30万
円／除却工事業者の要件＝市内に本
店、支店等があり、建設業許可または
解体工事者登録を受けている事業者／
Hすでに終了した工事、着手している
工事は対象外｡他にも要件があるので､
市ホームページをご覧いただくか、お
問い合わせください／I５月15日㈮(必
着)までに申請書を直接または郵送で
建築指導課指導防災担当(M31-4569)
へ※予定件数を超えた場合は、不良住
宅の判定基準により、優先度の高い順
に交付予定者を決定

2020年工業統計調査を実施します
　総務省・経済産業省では、全国の製
造業の実態を明らかにするため製造業
を営む事業所を対象に「2020年工業
統計調査」を６月１日現在で実施しま
す。５月末までに調査員が訪問します
ので、従業者数や製造品の出荷額、原
材料使用額等の調査に回答をお願いし
ます。
J都市経営課統計担当(M31-4205)、
K地域振興課地域振興担当(M66-212
2)､L地域振興課地域振興担当(M015
47-6-2231)

ストレスフリーな店づくり
支援事業補助金の申請受付
　外国人旅行者が利用しやすい店づく
りに対し、対象経費の一部を補助して
います(予算の範囲内)。
Dストレスフリーエリア等において小
売業または飲食業を営む方（住宅は対
象外）／補助対象事業等＝[無料公衆
無線LAN環境の整備]対象経費の２分
の１以内で限度額は15万円、[和式ト
イレの洋式化]対象経費の２分の１以
内で限度額は15万円、[多言語対応]対
象経費の２分の１以内で限度額は２万
円※詳細は、市ホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください。／J

商業労政課(M31-4611)

ＧＷ期間中の交通事故防止
　大型連休中に車両で移動される方は､
十分に注意して安全運転を心掛けてく
ださい。
J市民生活課(M31-4521)

建築指導課からのお知らせ
●既存住宅耐震改修費補助申請受付中
対象住宅＝申込者が所有かつ居住して
いる住宅、長屋、併用住宅、共同住宅
で、81(昭和56)年５月31日以前に着
工され、現行の規定に満たないと判定
されたもの／D市内に住所を有し、市
税等の滞納がない方／補助金額＝耐震
改修工事費の23％以内で、限度額は45
万円
●住宅エコリフォーム補助申請受付中
対象住宅・工事＝申込者が所有かつ居
住、または工事後速やかに居住する戸
建住宅、長屋または共同住宅の住戸部
分（分譲マンションは専有部分）で、
市内に本店を有する事業者、または住
民登録している個人が施工する20万円
以上の工事／D市税等の滞納がない満
20歳以上の市民、または工事後速やか
に市民になる方／補助金額＝補助対象
工事費の10％以内で、戸当り限度額は
50万円※別途高齢者同居加算や地域
材利用加算もあります。
【共通】受付期間＝～10月30日㈮（先
着順）／H既に着工している場合は対
象外｡他にも各種条件がありますので､
詳細はお問い合わせください／J建築
指導課指導防災担当(M31-4569)

市民生活課からのお知らせ
●20(令和２)年度街路灯維持費等
　補助申請受付(釧路地域対象)
　19(令和元)年度に申請された団体､
個人に書類を送付しています。新規に
申請される方はお問い合わせください｡
AB①～５月７日㈭市役所２階市民生
活課､②５月８日㈮～12日㈫市役所１
階ギャラリー各午前９時～午後５時／
D20(令和2)年4月1日現在設置済みの
街路灯を維持管理している団体、個人
●街路灯LED灯導入費補助制度は
　終了します(釧路地域対象)
　｢LED灯導入費補助制度｣は21(令
和３)年３月末で終了します｡21(令和
３)年４月からは｢整備費補助制度｣に
変わります。詳細はお問い合わせくだ
さい。
J市民生活課(M31-4521)

システムメンテナンスのため、
コンビニ交付サービスの運用停止
運用停止日程＝５月２日㈯～６日㈬／
J戸籍住民課(M31-4523)

橋梁補修工事による
鳥取橋通行止めのお知らせ

規制方法＝車両全面通行止めおよび車
線減少／工事期間＝５月７日㈭～８月
20日㈭／通行止め期間＝５月12日㈫
～６月30日㈫(予定)※工事に伴い、
ご不便、ご迷惑をお掛けしますが、ご
理解とご協力をお願いします。通行止
め期間中、公共交通機関を利用する際
には、迂回による遅延や運行時刻の変
更等にご注意ください。／J道路河川
課建設担当(M31-4561)

■女性のための無料法律相談
　(要予約。先着４人)
A５月13日㈬午後１時～３時／BI

５月２日㈯午前９時から電話で男女平
等参画センターふらっと(M65-1034)
へ
■男女平等参画相談
A月～金曜日(祝日を除く)午前８時
50分～午後５時20分／B市役所２階
市民協働推進課相談室※電話での相談
も可／F男女平等参画に関する市の施
策についての意見等、男女平等参画の
推進を阻害すると認められるものにつ
いての申し出、その他、男女平等参画
の推進に関する相談／J市民協働推進
課(男女平等参画相談電話M61-5030)

■障がい者就労支援相談(要予約)
A５月21日㈭午後１時～４時／B防
災庁舎３階障がい福祉課／I障がい福
祉課(M23-5201)、障がい者就業・生
活支援センターぷれん(M65-6500)
■生活相談支援センター｢くらしごと｣
　(要予約）
A月～金曜日（祝日を除く）午前９時
～午後６時／F生活や就労に関する相
談／BIくらしごと(北大通12-１-14
ビケンワークビル１階M65-1250)
■新型コロナウイルス感染症の影響に
　より収入が減少した世帯への貸し付
　けについて
　釧路市社会福祉協議会では、新型コ
ロナウイルス感染症の影響を受け、収
入に減少があり生活資金にお困りの世
帯に対し、生活福祉資金特例貸付(緊
急小口資金・総合支援金)の相談・受
け付けを実施しています。
J釧路市社会福祉協議会釧路支所(釧
路市総合福祉センター内M24-1565)､
阿寒支所(阿寒町保健福祉サービス総
合施設ひだまり内M66-4200)、音別
支所(音別町社会福祉会館内M01547-
6-2941)
■新型コロナウイルス関連肺炎の
　流行に伴う経営・金融相談窓口
　無利子で200万円までの融資あっせ
んを行う丸釧資金(特例)の案内を始め､
中小企業者の皆さんの経営、金融に係
る相談をお受けします。
J商業労政課(M31-4611)
■新型コロナウイルス感染症の影響に
　よる水道料金・下水道使用料の支払
　猶予について
　新型コロナウイルス感染症の影響に
より、一時的に水道料金・下水道使用
料の支払いが困難なお客さん(個人ま
たは法人)の支払猶予に関する相談を
お受けします。
J上下水道料金お客様サービスセンタ
ー(M43-2161)

■法律相談（要予約。先着６人）
A６月５日㈮午後１時～３時
■行政相談（当日受付）
A５月19日㈫午後１時～３時
【共通】B市役所１階市民相談室／I

相談日の１週間前の金曜日午前８時50
分から電話で市民協働推進課(M31-45
04・4505)へ※行政相談は当日受付
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